
単価契約請書

２　契約物品等 スニーカー（アサヒ　WIMBLEDON　W/B053）

５　契約期間 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

６　納入場所 秋田市の指定する場所

７　契約保証金 秋田市財務規則第128条第１項第６号により免除

８　代金の支払 秋田市が適法な支払請求書を受理した日から３０日以内

　上記の物品の単価契約について、秋田市財務規則を遵守し、誠実に履行い
たします。上記の事項確認のため、この請書を提出します。

令和　　　年　　　月　　　日

（宛先）秋田市長　　穂　積　　志

住 所 秋田県秋田市手形からみでん３番６１号

名 称

代表者名

有限会社みどり商事

取締役　佐々木　英夫

0000006705

１　契約番号 B00760

４　契約金額 1足あたりの税込金額　３，８５０円

３　仕様 別紙のとおり


